
4 5広報 くんねっぷ　2023.1広報 くんねっぷ　2023.1

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

1 2 3 4

行政区
今回の有権者数（人）

行政区
今回の有権者数（人）

行政区
今回の有権者数（人）

行政区
今回の有権者数（人）

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

東幸町 205 224 429 日出町 86 103 189 西　富 54 62 116 末広町 122 163 285

西幸町 120 112 232 穂　波 92 138 230 北　栄 42 53 95 実　郷 45 43 88

東　町 184 237 421 柏　丘 79 77 156 駒　里 38 37 75 緑　丘 33 28 61

元　町 29 31 60 日　出 58 63 121 弥　生 29 34 63 協　成 16 13 29

旭　町 89 100 189 大　谷 42 29 71 農　試 13 6 19 開　盛 14 6 20

大　町 46 50 96 福　野 68 60 128 高　園 57 56 113 常　盤 8 7 15

栄　町 84 91 175 計 425 470 895 計 233 248 481 豊　坂 26 25 51

若富町 83 99 182 清　住 61 65 126

若葉町 86 78 164 計 325 350 675

計 926 1,022 1,948 合  計 1,909 2,090 3,999

※ 行政区の仲町は栄町に、美園は常盤にそれぞれ統合されており、上記表には掲載していません。

訓子府町の選挙人名簿投票区別登録者数

1 月 21 日～ 2月 20 日1月 21 日～ 2月 20 日「北方領土の日特別啓発期間」「北方領土の日特別啓発期間」

2月 7日は2月 7日は「北方領土の日」です「北方領土の日」です

教育委員を任命

　昨年 9 月 13 日開会の第 3 回定例町議会で、大林達恵さん（日出）の教育委員

任命が同意され、12 月 6 日に任命されました。

　任期は、令和 4 年 12 月 6 日から令和 8 年 12 月 5 日までの 4 年間です。

条例の改正などが可決されました

　令和 4 年第 4 回定例町議会が、昨年 12 月
13 日から 15 日まで開会され、補正予算など
11件の議案が原案どおり可決されました。
▪各会計の補正予算
　�一般会計は、歳入歳出の予算に 4,872 万
8,000 円を追加し、予算の総額を 54億 1,164
万 5,000 円としました。
　�国民健康保険特別会計は、歳入歳出の予算に
651 万 4,000 円を追加し、予算の総額を 8
億 2,661 万 4,000 円としました。
▪条例の改正
 ・ 職員の定年等に関する条例の一部改正につ
いて

 ・ 職員の給与に関する条例の一部改正について

 ・ 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一

部改正について

 ・ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

改正について

 ・ 職員の育児休業等に関する条例の一部改正に

ついて

 ・ 人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

の一部改正について

 ・ 職員の分限についての手続及び効果に関する

条例の一部改正について

 ・ 職員の再任用に関する条例の廃止について

▪財産の処分
　 町有林で生産した林産物の処分について可決
されました。
▪令和 3年度各会計決算の認定
　 令和 3年度の各会計の決算について、決算
審査特別委員会から「決算を認定すべきもの
と決定した」旨の報告があり、認定されまし
た。
▪請願書
　 生産資材高騰対策等に関する請願書
▪出納検査結果報告
　 昨年 10 月 11 日・11 月 10 日・12 月 12 日
に実施の例月出納検査について、監査委員か
ら「異状ないものと認める」と報告がありま
した。

令和 4年第 4回
定例町議会

補正予算などが可決されました

　令和４年第 4 回臨時町議会が、昨年 11 月
30 日に開会され、補正予算など 6件の議案が
原案どおり可決されました。
▪一般会計の補正予算
　�歳入歳出の予算に 3,614 万 9,000 円を追加
し、予算の総額を 53億 6,291 万 7,000 円と
しました。
▪条例の改正
 ・ 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す
る条例の一部改正について

 ・ 町長、副町長及び教育委員会の教育長の給与

等に関する条例の一部改正について

 ・ 職員の給与に関する条例の一部改正について

▪専決処分の承認
 ・ 令和 4年度一般会計補正予算、損害賠償の
和解について、専決処分が承認されました。

令和 4年第 4回
臨時町議会

夜間町長室開放を実施しました

　今日は実践会を代表して、6 月の大雨で被害を受けた町道の補修について、町長に直接お伝えし

たいことがあり、夜間町長室に来ました。

　近所の町道の補修がまだ手付かずの状態のため、早急に対応していただきたいです。この道路は、

実践会の住民にとっては生活道路でもあるため、現状のままでは、これから冬を迎えるに当たり、

大雪が降ったら通行止めになって、日常生活に支障が出る恐れもあります。

＜来庁者からの要望・意見＞＜来庁者からの要望・意見＞

　令和 4 年度第 9 回夜間町長室開放を、昨年 12 月 14 日に実施しました。

　今回は 2 人の方が訪れ、町長と懇談しました。

　担当者から説明したとおり、12 月 19 日の週には砂利を入れて仮舗装を行い、令和 5 年の春には

最終的に舗装を行う予定で準備を進めていることをご理解いただきたいです。

　6 月の大雨の被害は広範囲にわたり、道路よりも河川の補修を優先せざるを得ない状況であり、

道路の舗装が追い付かない状況ではありますが、できるだけ早急に可能な箇所から担当課を中心に

関係機関と連携し、町として対応する予定ですので、ご理解いただきたいです。

　今後も気付いた点があれば、遠慮なく担当課に伝えてください。

＜町長の発言＞＜町長の発言＞

今月の夜間町長室開放は 1 月 10 日㈫です。ご予約は総務課（☎ 47-2112）まで

開設時間　18 時 30 分～ 20 時 30 分


